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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の体の組織内に配置して該組織の嵩を増すための医療材であって、
　ネットを構成するように配置された複数のフィラメントと；
　該複数のフィラメント上に配置された複数の移植片本体と；
　を有する医療材。
【請求項２】
　前記複数の移植片本体は生体改変可能材料を備えている、請求項１に記載の医療材。
【請求項３】
　前記生体改変可能材料は細胞外基質を備えている、請求項２に記載の医療材。
【請求項４】
　前記細胞外基質は小腸の粘膜下組織である、請求項３に記載の医療材。
【請求項５】
　前記複数の移植片本体の１つ又はそれ以上は、形状が球形である、請求項３に記載の医
療材。
【請求項６】
　前記複数の移植片本体の１つ又はそれ以上は、形状が円筒形である、請求項３に記載の
医療材。
【請求項７】
　前記複数の移植片本体の１つ又はそれ以上は、形状が直方体である、請求項３に記載の
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医療材。
【請求項８】
　前記複数の移植片本体の１つ又はそれ以上は、形状が楕円形である、請求項３に記載の
医療材。
【請求項９】
　前記複数の移植片本体の１つ又はそれ以上を通って伸張する通路を更に備えており、前
記通路はワイヤガイドを通すように作られている、請求項３に記載の医療材。
【請求項１０】
　前記複数の移植片本体の少なくとも１つに接続されている放射線不透過性マーカーを更
に備えている、請求項３に記載の医療材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用装置に関し、特に、外科処置用移植片に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００３年８月１１日出願の米国仮特許出願第６０／４９４，６１３号「先
端部付移植片」並びに２００４年３月３０日出願の米国仮特許出願第６０／５５８，１６
３号「外科処置用グラフト」の優先権を主張する。
【０００３】
　外科処置又は内視鏡を用いる場合、患者の軟組織の切開箇所に移植片を挿入する必要の
あることが多い。例えば、そのような移植片は、目標組織に嵩を足して、それにより目標
組織部位を補強するために使用されることもある。そのような処置は「膨化」手法と呼ば
れることもしばしばあり、尿失禁や膀胱尿管逆流疾病を含め泌尿器疾病の治療に頻繁に利
用されている。「膨化」手法は、胃食道逆流症（以後「ＧＥＲＤ」と称す）の治療にもし
ばしば用いられている。ＧＥＲＤは、米国では成人の約４０％が罹患している消化不良の
一形態である。より具体的には、ＧＥＲＤは、病理生理学的には、胃液が胃から食道内に
逆流している食道の状態をいう。ＧＥＲＤの症状には、胸焼け、胃内容物の吐出、又は嚥
下又は嚥下された物質の胃への移動が困難となる嚥下障害がある。ＧＥＲＤは、原因は様
々であるが、とりわけ下部食道括約筋（以後「ＬＥＳ」と称す）の一過性の弛緩及びＬＥ
Ｓの安静時の緊張低下に起因する場合が多い。
【０００４】
　ＧＥＲＤの治療に使用される内視鏡的手法の１つとして、Johnson他に与えられた米国
特許第６，０９８、６２９号に記載されている、ＬＥＳに事前に形成された切開箇所に、
具体的には粘膜下組織層に１つ又は複数の移植片を経壁的に挿入する手法があり、同特許
を参考文献として本願に援用する。一般的には、移植片は、ＬＥＳの質量を増加させて、
ＬＥＳの安静時緊張を増すことにより、ＧＥＲＤを効果的に治療する。この手法は、最初
に、ＬＥＳに隣接する粘膜下組織にアクセスするための挿入部位を内視鏡により確認する
段階を含んでいる。次に、粘膜下組織を覆っている粘膜層を鋭利な離断器具で穿刺する。
次に、人工器官を受け入れる大きさの嚢を粘膜下組織に作る。嚢は、液体注入（即ち、水
疱形成）又は鈍器を使った鈍的切開によって作り出す。嚢が出来上がると、その嚢の中に
移植片を挿入する。移植片は、通常、捕捉器具、クラムシェル型展開装置、又は他の類似
の挿入器具で挿入される。挿入後、粘膜下組織の開口部は、従来からの適当な閉鎖技法を
使って閉じられる。
【０００５】
　軟組織移植片は、近接照射療法に使用することもできる。近接照射療法は、放射性移植
片を直接腫瘍内部に又はこれに隣接する部位に挿入し、腫瘍の寛解を行うことを含んでい
る。同様に、軟組織移植片を使用して各種薬剤を目標部位に運ぶこともできる。即ち、薬
剤を含浸させ又は塗布した移植片を患者の軟組織に移植すると、移植片から患者体内に薬
剤が放出される。
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【０００６】
　しかしながら、移植片を挿入するために現在利用可能な手法には、移植片の体内移動を
含め幾つかの重大な欠点がある。移植片は、例えば、移植片を収納するために作られた嚢
が当該移植片にとって大きすぎる場合は、移動することがある。その様なことが起こると
、移植片は、その目標位置からあまり理想的ではない位置に移動しかねない。もっと深刻
な場合には、移植片の移動によって、移植片が全く効果を発揮できず、結果的にフォロー
アップのための又は追加的な医療処置が必要になることもある。
【０００７】
　別の欠点は、現在利用可能な移植片の大きさである。１つの移植片ではとても小さすぎ
て、目標領域に所望の嵩を実現することができないことがしばしばある。従って、しばし
ば、複数の移植片を目標領域に挿入しなければならなくなる。しかしながら、複数の移植
片を送り込むには、医師が各移植片毎に送出器具を目標組織内に再挿入する必要があるの
で、処置に要する時間が長くなり、不要な外傷を発生させる原因となる。
【０００８】
　移植片を、例えばＬＥＳ内に、経壁的に挿入する場合に現在利用可能な手法には、更に
幾つかの欠点が伴う。第１に、移植片用の嚢を作る作業は、通常、周辺組織に過度の外傷
を発生させることになり、特に嚢の作成に鈍器を使用する場合にはそうである。他の欠点
として、移植片を目標組織内に挿入する場合、移植片が粘膜切開部の縁に引っかかるか又
は絡まるので、挿入が難しいということがある。更には、移植片は、所望の軌道に沿って
且つ所望の空間的な向きで、目標組織内へと送り出すのが困難である。
【特許文献１】米国仮特許出願第６０／４９４，６１３号
【特許文献２】米国仮特許出願第６０／５５８，１６３号
【特許文献３】米国特許第６，０９８，６２９号
【特許文献４】米国特許第６，３５８，２８４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、上で指摘した欠点のうちの１つ又はそれ以上を解消又は改善
する特徴を有する医療装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様によれば、本発明の上記目的は、２つ又はそれ以上の生体改変可能
(bio-remodelable)
移植片本体を細糸の長さに沿って配置した連鎖型移植片を提供することによって実現され
る。移植片本体は、小腸粘膜下組織のような細胞外基質物質から形成することができ、所
与の用途にとって望ましい形状とすることができる。例えば、移植片本体は、その形状が
球形、楕円形、直方体又は円筒形であってもよい。また、患者体内での送出時に装置の視
認化を支援するため、放射線不透過性マーカーを設けてもてもよい。本発明の別の態様に
よれば、上記目的は、ネット又はマトリクスを形成する連鎖型移植片を提供することによ
り実現される。本発明の更に別の態様によれば、連鎖型移植片を組み立てるための方法が
提供されている。
【００１１】
　本発明の更に別の態様によれば、本発明の上記目的は、第１の外周囲を有する移植片本
体と、移植片本体に接続された穿通部材と、を含んでいる先端部付移植片を提供すること
によって実現される。穿通部材は、ステンレス鋼、プラスチック、更には剛性の生体再吸
収可能材料(bio-resorbable material) のような生体適合性を有する材料で製作すること
ができる。穿通部材は、穿通部と、穿通部に隣接して配置された拡張部を含んでいる。穿
通部は、先導刃先又は先導点を形成する。拡張部は、穿通部によって作られた開口を、移
植片を受け入れることのできる大きさの直径にまで拡張する。
【００１２】
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　本発明の別の態様によれば、移植片本体及び／又は穿通部材を通って軸方向に伸張する
通路が設けられている。通路は、先端部付移植片を、ガイドワイヤに外挿して目標部位に
向かわせることができるようにしている。
【００１３】
　本発明の別の態様によれば、先端部付移植片を組み立てるための方法が提供されている
。本発明の更に別の態様によれば、移植片を受け入れることができる大きさの開口部を作
ると同時に移植片をその開口部に挿入するための方法が提供されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明を、図面を参照しながら説明するが、各図を通して類似要素には同じ番号を付し
ている。本発明の各種要素の関係と機能は、以下の詳細な説明によって、より良く理解頂
けるであろう。しかしながら、以下に説明する本発明の実施形態は一例に過ぎず、本発明
は、図面に示す実施形態に限定されるわけではない。また、図面は縮尺が合っているわけ
ではなく、場合によっては、製作及び組み立ての従来からの詳細事項のような本発明の理
解に必要ではないと思われる詳細については、これらを省略していることも理解されたい
。
【００１５】
　先ず、図１は、本発明の第１の実施形態、具体的には連鎖型移植片１０を示している。
図１から図４に示すように、連鎖型移植片１０は、普通は、細糸１８に取り付けられた２
つ又はそれ以上の移植片本体１４を備えている。概括的には、連鎖型移植片１０は、目標
組織（例えば、ＬＥＳの上方の食道管腔）に隣接する箇所に送られる。連鎖型移植片１０
は、次いで、目標組織内に導入され、これにより周辺組織が膨化される。
【００１６】
　移植片本体１４は、目標組織を膨化し支持するのに適した、望ましい生体適合性を有す
る様々な移植片材料で形成することができる。本発明の或る好適な実施形態では、移植片
本体は生体改変可能な(bio-remodelable)細胞外基質で形成されている。細胞外基質の１
つの適した形態は、ブタ又はウシの小腸粘膜下組織（以後「ＳＩＳ」と称す）から採取さ
れている。ＳＩＳは、特別な生体改変可能特性(bio-remodeling characteristics)を有し
ているので、好適な材料である。この特性の故に、ＳＩＳは、様々な外科処置用途で成功
裏に使用されている。その様な用途の１つが、Fearnot他に与えられた米国特許第６，３
５８，２８４号に記載されており、同特許を参考文献として本願に援用する。その外科処
置用途には、精製された粘膜下組織を尿管グラフトとして用いる例が含まれている。ＳＩ
Ｓのような生体改変可能材料(bio-remodelable material)の使用に代えて、移植片本体は
、例えば、ステンレス鋼、ポリマー類、及びシリコンフォーム又はポリウレタンフォーム
のような生体適合性を有する発泡材を含め、様々な他の生体適合性材料で形成することが
できる。
【００１７】
　図１から図４に示すように、移植片本体１４は、多種多様な形状とすることができる。
例えば、移植片本体１４は、円筒体（図１）、楕円体（図２）、又は球状体（図３及び図
４）に形成してもよい。同様に、各移植片本体の大きさは、連鎖型移植片の具体的な医療
上の用途次第で変わる。また、例えば腫瘍の治療など患者の治療上の必要性次第で、移植
片本体に、所望の治療成果を生じさせるのに適した薬剤を含浸させ又は塗布してもよい。
【００１８】
　図５に示すように、生体適合性を有する放射線不透過性粉末、ボール、又は他のマーカ
ー、例えばステンレス鋼ボール３４、を移植片本体に添加してもよい。その結果、医師は
、周辺の生体組織及び／又は目標組織に対する移植片本体の位置を追跡することができ、
それによって連鎖型移植片を患者体内で適正に配置し易くなる。例えば、医師は、移植片
本体の位置を、連鎖型移植片の送出の間、Ｘ線透視で追跡することができる。
【００１９】
　図１から図５に示すように、連鎖型移植片１０は、２つ又はそれ以上の移植片本体１４
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をつなぐのに使用されている細糸１８を含んでいる。細糸１８は、一旦目標組織に正しく
配置されると、移植片本体１４を固定し安定化する。具体的には、細糸１８は、移植片本
体１４が望ましくない又は効果的でない位置に個別に移動するのを防ぐ。細糸１８は、生
体適合性を有する１本のフィラメント又は糸である。好適な材料の１つは、再吸収可能な
(resorbable)の縫合糸に使われている糸又はフィラメントである。代わりに、非再吸収可
能縫合糸(non-resorbable sutures)を使用してもよい。
【００２０】
　なお、移植片本体１４は、図２に示すように互いに接近させて配置してもよいし、図１
、図３、図４に示すように互いに間隔を空けて配置してもよい点に注目されたい。即ち、
移植片本体同士の離間距離は、細糸又はフィラメントに沿う具体的な望ましい位置に応じ
て設定することができる。また、移植片本体は、細糸沿いに等間隔に配置する必要はない
。むしろ、隣接する移植片本体同士の間隔は、必要に応じて変えることができる。更に、
図４に示すように、移植片本体１４は、フィラメントのネット上に配置してもよい。この
ようなネット状の配置とすれば、医師は、移植片を創傷部又は外科処置部位に対して縦横
に伸張させ、創傷部又は外科処置部位を補強及び膨化することができる。
【００２１】
　連鎖型移植片１０を組み立てるには、様々な方法を採用することができる。好適な組立
方法を図６に示している。モールド型２６は、円筒状の移植片本体１４を成形するように
作られている。球、直方体、及び／又は楕円形の移植片本体を成形可能なモールド型を、
代わりに使用することも考えられる。図示のモールド型２６は、１０個の移植片本体１４
を有する連鎖型移植片１０を成形するように作られているが、もっと多くの又はもっと少
ない移植片本体を備えた連鎖型移植片を成形可能なモールド型を使用してもよい。
【００２２】
　連鎖型移植片１０は、図６に示すように組み立てられる。最初に、円筒形状部３０に細
糸１８を通す。細糸１８を所定の位置に配置した後、所望の移植片材料を各円筒形状部３
０に充填する。或る方法では、移植片材料は、形状部に注入される液体を含んでいる。円
筒形状部３０に、ＳＩＳのような移植片材料が完全に充填される前に、随意的に、放射線
不透過性マーカー３４を円筒に挿入してもよい。連鎖型移植片は、組み立てた後、乾燥さ
せる。連鎖型移植片は、空気乾燥又は凍結乾燥されるが、一晩夜通し乾燥させるのが望ま
しい。次いで、乾燥した連鎖型移植片をモールド型２６から取り出して、小刀又は挟みで
所望の長さに切断する。なお、各種材料に対しては、代替的硬化法も使用できることに注
目されたい。例えば、エポキシ材料で形成された連鎖型移植片は重合化又は架橋結合反応
で硬化させ、セメント材料で形成された連鎖型移植片は加水分解反応で硬化させる。連鎖
型移植片のこの他の代表的な形成方法には、インサート成形があるが、これはプラスチッ
クを鋳型に注入して、そのプラスチックの中に添加物を挿入するものである。
【００２３】
　連鎖型移植片１０は、図１４に示すように組み立てることもできる。図１４は、移植片
本体１４と細糸１８を組み立てるのに使用される管状のモールド型を示している。連鎖型
移植片１０を組み立てる場合、所望の移植片材料を管状のモールド型４４に充填する。連
鎖型移植片は、空気乾燥又は凍結乾燥させるが、一晩夜通し乾燥させるのが望ましい。次
いで、乾燥した連鎖型移植片１０を、管状のモールド型４４から取り出して、小刀又は挟
みで所望の長さに切断する。
【００２４】
　連鎖型移植片１０は、侵襲性を最小限にした又は切開式の外科処置での使用を含めて、
広範な用途に用いることができる。侵襲性を最小限にした代表的な外科処置は、ＬＥＳを
膨化させることによるＧＥＲＤの治療である。ＧＥＲＤに関わる用途において、連鎖型移
植片の望ましい送出方法では、通常、先ず内視鏡で望ましい移植位置を確認し、次いで連
鎖型移植片をその箇所に挿入する。図７に示すように、例証的な内視鏡７４（Ｘ線透視鏡
、超音波内視鏡、又は従来の内視鏡であるのが望ましい）を患者の口腔及び食道７０に通
して、ＬＥＳ８２付近、胃８４の上方且つ横隔膜７８に隣接する箇所まで送り出す。図８
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に示すように、ニードル８６を内視鏡７４の作業チャネルに通してＬＥＳ８２に差し込む
。図９に示すように、ニードル８６がＬＥＳ８２に入ると、ガイドワイヤ９０を挿入して
目標組織へのアクセスを維持する。図１０に示すように、ガイドワイヤ９０を目標組織に
留置したまま、ニードル８６を抜き取る。次に、図１１に示すように、カテーテル９４を
ガイドワイヤに外挿して所望の移植位置まで挿入し、連鎖型移植片１０を送り出す。カテ
ーテル９４のルーメン（図１１）を通して所望の移植位置まで挿入されている従来型のプ
ッシャ器具で、連鎖型移植片１０を押し出して、ＬＥＳに入れる。図１１に示すように、
連鎖型移植片の送り出しの過程を通して、カテーテル９４の位置は、目標の組織領域全体
に亘って追加の移植片本体１４を分散配置させるために変えることができる。連鎖型移植
片が一旦目標組織に入ると、図１２に示すように、カテーテル９４と内視鏡７４を抜き取
る。
【００２５】
　図１３に示すように、連鎖型移植片は、ガイドワイヤに外挿して直接送出するようにな
っていてもよい。このような送出のための構成では、移植片本体１４には、ガイドワイヤ
を通すための通路６０が設けられる。送出に先立ち、複数の移植片本体１４をガイドワイ
ヤに外挿式に装填する。移植片本体を装填し終えると、図１０に示すようにガイドワイヤ
の遠位端を目標組織に挿入する。次に、従来型のプッシャ器具（図示せず）を使用して、
移植片本体を目標組織内に押し出す。
【００２６】
　なお、連鎖型移植片は、代わりに、ガイドワイヤを使用せずに送出してもよいことにも
注目されたい。例えば、連鎖型移植片は、ＬＥＳに直接挿入されているカテーテルを通し
て目標組織に送り込んでもよい。別の代わりのやり方では、連鎖型移植片の送り込みにカ
ニューレを使用する。
【００２７】
　連鎖型移植片１０は、代わりに、組織膨化又は補強が必要な各種切開式外科処置にも使
用することができる。連鎖型移植片１０は、医師により切開部に直接挿入される。切開式
の処置又は侵襲性を最小限に抑えた処置の何れにおいても、医師は、連鎖型移植片１４を
具体的な切開部に合わせて設定することができ、例えば、幾つかの別体の連鎖型移植片を
使用する、２つ又はそれ以上の連鎖型移植片を結合して移植片全体の長さを伸ばす、又は
連鎖型移植片を切断して全体長を短縮するなどして、調整することができる。代わりのや
り方では、医師は、相互接続された連鎖型移植片のネット（図４）を挿入してもよい。事
実、医師は、相互接続された連鎖型移植片のネットを丸めて又は束ねて、その丸めた又は
束ねたネットを切開部に挿入してもよい。ネット型のものは、医師が大きな切開部を補強
又は膨化したいと望む場合には特に有用である。
【００２８】
　さて、図１５と図１６は、本発明の第２の実施形態、特に先端部付移植片１１０を示し
ている。図１５を見るとよく分かるように、先端部付移植片１１０は、概括的には、移植
片本体１２６（粗いか又は一様でない縁部を有することが多い）と、穿通部及び拡張部を
有する滑らかな移植片先端部１１４とを備えている。図１７に示すように、先端部１１４
は、更に、ねじ部１３４付のシャンク１３２を有する近位端を含んでいる。後に詳しく説
明するが、シャンク１３２は、移植片本体１２６を先端部１１４に固定している。
【００２９】
　概括的には、先端部付移植片１１０を、内視鏡の作業チャネルを通して目標組織（例え
ば、ＬＥＳ上方の食道管腔）に隣接する箇所に送り込む。次いで、先端部の穿通部が目標
組織を穿通するように、先端部１１４を目標組織内に導入する。先端部が、目標組織内へ
と前進したら、穿通部によって作られた穿通部位を先端部の拡張部によって広げて、先端
部付移植片を受け入れることができる大きさの空洞を形成する。また、先端部の形状は、
先端部が目標組織を穿通し進入する際に、移植片本体の向きと軌道を制御又は誘導できる
ようになっているのが望ましい。即ち、先端部は、移植片本体の望ましい向きと軌道を実
現するのに必要なだけ、目標組織を拡張するように作ることができる。例えば、先端部を
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湾曲させて、移植片本体が目標組織に進入する際に、湾曲した軌道に沿って移植片本体が
誘導されるようにすることもできる。代わりのやり方としては、先端部は、目標組織を単
純に穿通及び／又は拡張するためだけに形成してもよい。
【００３０】
　図１５を見ればよく分かるように、先端部１１４は穿通部又は穿通点１１８を有する遠
位端を備えている。先端部の先導点は、隣接組織への不要な外傷を回避しつつ、目標組織
を容易に穿刺又は穿通できるように、鋭利であるのが望ましい。無論、本発明の別の実施
形態では、穿通部は、目標組織を穿通、切断、引き裂き、引き伸ばし、又はその他の方法
で拡張できる各種形状に成形されている。代わりに、穿通部に切断刃を設けて、先端部付
移植片を目標組織内に更に穿通し易いようにしてもよい。例えば、鋭利に成形された先導
刃先を有する楔形状の先端部を使用してもよい。図１５に示すように、先端部１１４は断
面が丸くなっている。しかしながら、代わりに異なる断面を有する他の形状を使用しても
よい。例えば、先端部は、断面が三角形、方形、楕円形、又はその他非対称形であっても
よい。
【００３１】
　先端部は、目標組織を穿通できるだけの剛性を有する様々な種材料で形成することがで
きる。例えば、先端部は、金属、セラミック、ポリマー、複合材、天然材料、生体再吸収
可能材料(bio-resorbable materials)、又は分解可能材料(dissolvable
materials)で形成することができる。本発明の或る好適な実施形態では、移植片先端部は
外科用等級のステンレス鋼で形成されている。
【００３２】
　図１５を見ればよく分かるように、先端部１１４は、拡張部１２２も含んでいる。拡張
部１２２は、穿通点１１８によって最初に作られた切開部の穿通部を、先端部付移植片の
投影形状にほぼ近い形状にまで拡大するようになっている。図１５と図１７に示すように
、拡張部１２２は拡張される組織に対する外傷を小さくするように漏斗状になっている。
また、図１５に示すように、拡張部１２２の最大外周は、移植片本体１２６と同一かそれ
よりわずかに大きい程度が望ましい。これにより、先端部によって作られた開口部は、移
植片本体が開口部を取り囲む組織に引っかかったり絡んだりしないだけの大きさを確保す
ることができる。代わりに、拡張部は、穿通点１１８によって作られた開口部を、移植片
本体の外周よりも相当大きい円周になるまで、拡張するようになっていてもよい。先端部
の拡張部は、先端部付移植片１１０が不本意な方向に移動するのを防ぐように作ることも
できる。これは、先端部付移植片が第１の方向に動く際に、目標組織を容易に穿通及び拡
張し、さらに、第１の方向とは逆の第２の方向への移動に抵抗する、矢形又は槍形の拡張
部を追加して設けることにより実現することができる。
【００３３】
　先端部１１４は、図１７に示すようにシャンク１３２を更に含んでいる。シャンク１３
２は、先端部１１４の近位端に設けられており、先端部１１４を移植片本体１２６に固定
するようになっている。加えて、移植片本体１２６を先端部１１４にしっかりと締結する
ための把持面として、ねじ部１３４が設けられている。移植片本体１２６は、シャンク１
３２に固定され、先端部の近位端に当接するが、これについては後に詳しく説明する。
【００３４】
　図１６、図１８、図１９に示す本発明の第３の実施形態では、医療装置１１０に通路１
３８が設けられている。通路１３８は、先端部１１４と移植片本体１２６の両方を軸方向
に貫いて伸張している。通路１３８は、ガイドワイヤ、ニードル、又はカニューレ上を滑
動するように作られている。先端部付移植片１１０の先端部は、従って、目標組織に対し
て正しい向きで目標組織に挿入することができる。結果として、通路１３８は先端部付移
植片１１０を挿入し易くする。医療装置を、カテーテル、ニードル、又はカニューレと共
に使用すると、医療装置の挿入前に目標組織を容易に穿通し所望の流体を注入することが
できる。通路１３８を備えていること以外は、先端部付移植片１１０の第３の実施形態は
、上記第２の実施形態と同じである。
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【００３５】
　移植片本体１２６は、第１の実施形態の移植片本体に関して説明したもののような、望
ましい各種移植片材料で形成することができる。先に指摘したように、本発明の或る好適
な実施形態では、移植片本体は、精製された粘膜下組織で形成することができ、これは、
中でも脊椎動物の小腸粘膜下組織から引き出すことのできる生体改変物質(bio-remodelab
le material)である。生体適合性を有する放射線不透過性の粉末又は他のマーカーを、移
植片本体に添加してもよい。こうすると、先端部付移植片を体内で正しく設置し易くなる
。
【００３６】
　先端部付移植片１１０を組み立てるのに、様々な方法を採用することができる。或る好
適な組立方法は、先端部の遠位端を、手作業か又はクランプによるかの何れかの方法で固
定する段階を含んでいる。次に、ロッドを先端部の通路に通して挿入する。所望の直径を
有する移植片本体を作るために、必要次第で、ＳＩＳの薄い条片をシャンクとロッドに巻
きつける。先端部付移植片は、組み立てが終わると、乾燥させる。先端部付移植片は、空
気乾燥又は凍結乾燥させるが、一晩夜通し乾燥させるのが望ましい。次に、乾燥した移植
片本体を小刀で所望の長さに切断する。
【００３７】
　別の組立方法を図１９に示しているが、これは、移植片先端部を把持するモールド型の
中にＳＩＳ材料の条片を突き固める段階を含んでいる。この特定の方法では、最初に、先
端部１１４を貫通してロッド１４６を挿入する。次いで、ＳＩＳ材料の条片の端を一時的
にシャンク１３２に（例えば、条片の端部をシャンク１３２に押圧することによって）ピ
ン止めし、ＳＩＳの条片の残り部分をシャンク１３２とロッド１４６の近位部の周りに緩
く巻き付ける。先端部１１４は、その後、先端部１１４がモールド型１４２の縁１５８に
係合保持されるように、更に十分な量だけモールド型１４２内に挿入する。先端部とＳＩ
Ｓの条片をモールド型１４２内に挿入した後、充填ロッド１５４を使って、ＳＩＳの条片
又は条片群をシャンク１３２に突き固める。次いで、手動組立式移植片に関連して先に説
明したように、先端部とＳＩＳ条片をモールド型内で乾燥させる。移植片がモールド型内
で乾燥した後、プッシャロッド１５０を使って、組み立てられた移植片本体と先端部をモ
ールド型１４２から取り出す。必要に応じて、同じ手順を繰り返して追加のＳＩＳ条片を
先端部に添加することができる。モールド型内で移植片を乾燥させた結果、滑らかで嵩の
低い移植片が出来上がり、より円滑に移植が行えるようになる。
【００３８】
　図２０から図２６に示すように、先端部付移植片を送り込む或る好適な方法は、概括的
には、先ず内視鏡で望ましい移植位置を確認し、次いで先端部付移植片をその位置に挿入
する段階を含んでいる。特に、図２０に示すように、内視鏡７４を患者の口腔及び食道７
０に通して、ＬＥＳ８２の付近に送り込む。その後、図２１に示すように、内視鏡７４の
作業チャネルを通してニードル８６を送り込む。ニードル８６がＬＥＳ８２内の望ましい
位置に入ったら、ガイドワイヤ９０を使って目標組織へのアクセスを維持する（図２２）
。ガイドワイヤ９０は、最終的には、先端部付移植片を正確な位置に送り込むためのパイ
ロットとしての役目を果たす。ガイドワイヤ９０によって所望の移植位置にアクセスした
後、ニードル８６を取り出す（図２３）。続いて、先端部付移植片１１０をガイドワイヤ
９０に外挿して通す（図２４）。次いで、先端部付移植片をガイドワイヤ９０に沿って所
望の移植位置に向けて押し出す。先端部付移植片が目標組織に到達したら、従来型のプッ
シャ器具９４で先端部付移植片を目標組織内に押し込む。先端部付移植片が目標組織内に
入ったら、ガイドワイヤ９０を引き抜く（図２５参照）。図２６に示すように、この処置
は、所与の病状に応じて必要な個数の先端部付移植片１１０を挿入するために、繰り返さ
れる。目標領域を確認し、且つ先端部付移植片送出用の作業チャネルとして機能させるた
め、超音波内視鏡を使用するのが望ましい。なお、代わりのやり方として、ガイドワイヤ
を使用すること無く、先端部付移植片を送り込むこともできる。例えば、従来型のプッシ
ャ器具を使って、カニューレ又はカテーテルを通して、又はニードルに外挿して、先端部
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付移植片を送り込むこともできる。
【００３９】
　本発明の開示した実施形態の様々な要素の構造及び組成における他の開示されていない
又は付随的な詳細事項は、それら要素が開示されたように実行するのに必要な属性を備え
ている限り、何れも本発明の利点を実現するのに決定的であるとは考えられない。自明の
ように、本開示の視点に照らし、医療技術分野における当業者であれば、多種多様な追加
の移植片本体の形状、先端部、大きさ、細糸、及びそれらの巧い組み合わせを想起できる
であろう。事実、構造上のこれら及びその他の詳細事項の選択については、本開示の視点
に照らし、当分野の基本的な技量を有する者の能力の範囲内に十分に入ると考えられる。
同様に、医療技術分野における当業者であれば、本開示の視点に照らし、連鎖型又は先端
部付移植片の多種多様な用途及び使用法を想起できるであろう。本発明の図示の実施形態
は、実際の作動的な構造を開示し、それにより本発明が有効に実施されるようにする目的
で、かなり詳細に説明してきた。ここに記載した設計は、例示のみを目的としている。本
発明の新規な特性は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、他の構造形態に組み
入れることができる。本発明は、図示の実施形態に関して説明した要素を備えている、及
びそれらから構成されている実施形態を包含している。特に表示しない限り、ここに使用
している全ての一般的な単語及び用語は、The American Heritage Dictionary第３版に定
義されている慣例的な意味に解釈されるものとする。全ての技術用語は、特定の技術分野
における一般的な技量を有する者が利用している適切な技術的秩序によって確立されてい
る慣用的な意味に解釈されるものとする。全ての医療用語は、Stedman's Medical Dictio
nary第２７版に定義されている意味に解釈されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】数個の円筒形移植片本体と細糸を含んでいる、本発明の或る実施形態の側面図で
ある。
【図２】数個の楕円形移植片本体と細糸を含んでいる、本発明の或る実施形態の側面図で
ある。
【図３】数個の球形移植片本体と細糸を含んでいる、本発明の或る実施形態の側面図であ
る。
【図４】膨化ネットを含んでいる、本発明の或る実施形態の側面図である
【図５】放射線不透過性マーカーを含んでいる、本発明の或る実施形態の側面図である
【図６】アッセンブリモールド型を含んでいる、本発明の或る実施形態の側断面図である
。
【図７】から
【図１２】本発明の或る実施形態による、連鎖型外科処置用移植片の挿入方法を、順を追
って説明する図である。
【図１３】ガイドワイヤルーメンを含んでいる、本発明の或る実施形態の側断面図である
。
【図１４】アッセンブリチューブを含んでいる、本発明の或る実施形態の側断面図である
。
【図１５】移植片と、移植片先端部とを含んでいる、本発明の或る実施形態の側部斜視図
である。
【図１６】移植片と、移植片先端部と、チャネルと、ワイドワイヤとを含んでいる、本発
明の或る実施形態の側部斜視図である。
【図１７】移植片と、移植片先端部とを含んでいる、本発明の或る実施形態の側断面図で
ある。
【図１８】移植片と、移植片先端部と、チャネルとを含んでいる、本発明の或る実施形態
の側断面図である。
【図１９】アッセンブリモールド型を含んでいる、本発明の或る実施形態の側断面図であ
る。
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【図２０】から
【図２６】移植片先端部を備えた移植片を有する医療装置を移植する場合の、本発明によ
る方法の或る実施形態を、順を追って説明する図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】
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